
８．重要な会計方針 

 

 当該事業年度においては、農業共済団体の経理処理要領（平成 23 年４月８日付け 22 経

営第 7209 号農林水産省経営局長通知）を適用して財務諸表等を作成しております。 

 

１．減価償却の会計処理方法 

（１）有形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

    器具備品       ４～５年 

 

（２）無形固定資産 

   該当する資産はありません。 

 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資 

産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、 

残存価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証 

額とし、それ以外のものは零としております。 

 

   業務勘定の有形固定資産及び無形固定資産は、当該固定資産の取得原価を取得事業 

年度に費用配分しており、減価償却費による費用配分は行っておりません。また、当該 

固定資産の貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却相当額（減価償却累計額と同 

額）を直接控除した金額を計上しております。 

 

２．引当金の計上基準 

（１）退職給付引当金 

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に 

基づき計上しております。なお、当会は、職員数 300 人未満につき、退職給付債務の 

うち、退職一時金に係る債務については、自己都合退職による期末要支給額によって 
おります。 
ただし、「職員退職給与規則」及び「職員の出向に関する協定に関する覚書」の規 

定に基づき、出向元で引き当てることとしている職員については、当会では計上して 

おりません。 

 

（２）貸倒引当金 

未収金等の債権で、債権発生年度の翌年度から３事業年度を経過した金額（つなぎ 

貸付にあっては回収不能のおそれがあるものを含む。）を計上しております。 
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（３）建設引当金 

   該当ありません。 

 

（４）修繕引当金 

   該当ありません。 

 

（５）更新引当金 

   該当ありません。 

 

（６）システム機能改善推進準備金 

収入保険システムの機能改善に備えるため、大規模システム機能改善の資金計画に 

基づき計上しております。 

 

３．責任準備金計上基準 

農業保険法施行規則（平成 29 年農林水産省令第 63 号）第 29 条に基づき、 

① 農業経営収入保険勘定 

決算時において責任期間等が翌事業年度にわたる保険の保険関係に係る手持保険料 

部分の金額を計上しております。 

 

② 任意共済勘定 

決算時において責任期間が翌事業年度にわたる共済の保険関係のうち未だ経過しな 

い部分の手持保険料部分の金額を計上しております。 

 

４．任意共済における再保険準備金計上基準 

任意預り金を返還するため、任意共済の剰余相当額を計上しております。 

   

５．金銭信託の評価基準及び評価方法 

① 時価のあるもの 

金銭信託（流動資産に属するもの）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額 

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によることとしております。また、投資金銭 

信託（固定資産に属するもの）の時価は、期末日の取引金融機関から提示された価 

格によっております。なお、投資金銭信託の評価差額は、その全額を純財産の部に 

計上しております。 

 

② 時価のないもの 

    該当するものは保有しておりません。 

 

６．たな卸資産等の評価基準及び評価方法 

  該当する資産はありません。 
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７．リース取引の処理方法 

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る 

方法に準じた会計処理を行っております。 

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係 

る方法に準じた会計処理を行っております。 

 

８．キャッシュ・フロー計算書関係 

（１）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

    手持現金、要求払預金 

 

（２）資金の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金          93,091,932,152 円 

    現金及び預金のうち定期預金   31,000,000,000 円 

    資金期末残高          62,091,932,152 円 

 

（３）重要な非資金取引の内容 

   取引はございません。 

 

９．減損損失関係 

  該当する資産はありません。 

 

10．金融商品関係 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当会の余裕金は、農業保険法施行規則第 34 条及び農林省告示第 2002 号（昭和 43 年 

12 月 23 日）、また定款第 58 条及び附則第３条、農業経営収入保険特約補塡金造成費 

交付金交付要綱第 17 の２に基づき、総会において定めた金融機関への預金、信託銀行 

への金銭信託により運用しております。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお 

りであります。 

（単位：円） 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

（１）現金及び預金 

（２）金銭信託及び投資金銭信託 

（３）未収債権 

（４）退職給与金施設預託金 

（５）未払債務 

（６）リース債務 

93,091,932,152 

22,870,841,349 

1,518,286,853 

32,085,288 

（2,054,963,406） 

（3,141,315） 

93,091,932,152 

22,870,841,349 

1,518,286,853 

32,085,288 

（2,054,963,406） 

（3,141,315） 

－ 

－ 

－ 

－ 

(－) 

(－) 

（注）負債に計上されているものは、（ ）で示しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法等に関する事項 

（１）現金及び預金、（２）金銭信託、（３）未収債権、（５）未払債務 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 

当該帳簿価額によっております。 

   （２）投資金銭信託 

      投資金銭信託の時価については、取引金融機関から提示された金額によって 

おります。 

   （４）退職給与金施設預託金 

      退職給与金施設預託金の時価については、公益社団法人全国農業共済協会か 

ら提示された金額によっております。 

（６）リース債務 

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又はリー 

ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお 

ります。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

外部出資（貸借対照表計上額 1,000,000円）のうち、市場価格のある株式は 

ありません。また、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握 

することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象としており 

ません。 

 

11．賃貸等不動産関係 

  該当ありません。 

 

12．資産除去債務関係 

該当する資産はありません。 

 

13．重要な後発事象に関する事項 

該当ありません。 

 

14．その他 

（１）農業経営収入保険勘定の再保険料と交付金の関係 

令和７年度の交付金（保険料国庫負担金収入）は11,844,991,115円となっておりま 

すが、これは、加入者に負担いただいている保険料（平成31年１月から令和８年２月 

までの納入分）に見合う額(76,613,797,708円)から、再保険料(10,925,153,063円)を 

差し引いた額のうち、同月までに実際に納入された保険料に見合う額（59,991,367,078 

円）から平成30年度から令和６年度に交付済みの額（48,146,375,963円）を差し引い 

た額となっております。 
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